
制度の全体像と募集要件 

ものづくり・商業・サービス生産性向上

促進補助金（第 23 次公募）の主力である「製

品・サービス高付加価値化枠」は、革新的な

新製品・新サービスの開発を行う取組を支

援対象とする制度です。補助事業終了後3～

5 年の事業計画期間において付加価値額の

年率平均 3％以上の向上や給与支給総額の

年率平均 3.5％以上の上昇等高い水準とす

る計画が求められます。これを満たしたう

えで、審査では設備投資そのものより、そ

の投資を実行できる経営力と、投資後に成

果を生み出す事業性が評価される点を理解

しておくことが重要です。 

経営力評価で見られる具体的ポイント 

経営力の審査では、経営者が自社の現状

と課題を正確に把握し、将来像を描けてい

るかが問われます。具体的には、市場環境

や顧客ニーズの変化を踏まえた課題認識が

できているか、過去の業績推移と照らして

課題設定に無理がないか、さらに補助事業

が自社の中期的な経営方針と整合している

かが重要です。実務上は、設備導入の話か

ら書き始めるのではなく、経営上のボトル

ネックや成長制約を先に示し、その解決手

段として今回の投資が位置付けられている

構成にすることで、経営力の評価を高める

ことができます。 

事業性評価で差がつく説明の視点 

事業性の審査では、生み出される製品・

サービスが顧客にとってどのような価値を

持ち、競合と比べてどこが優れているのか

が評価されます。単に高性能な設備を導入

するという説明では不十分で、価格やサー

ビス体制などの観点から、自社の競争優位

性がどのように強化されるのかを示す必要

があります。実務では、想定顧客を具体化

し、導入後の売上構成や取引単価の変化を

数値で示すことで、事業としての実在性と

成長性を裏付けることが重要になります。 

審査を意識した事業計画作成の実務対応 

経営力と事業性の評価を高めるためには、

付加価値額や賃金計画といった数値要件を

考えるのではなく、経営戦略の結果として

位置付けることが重要です。設備投資後の

業務フローや人員配置を具体的に描き、価

値が向上し、賃上げが可能になる理由を記

載することで、計画全体の説得力が高まり

ます。第 23 次公募の申請の締切りは 2026

年 5 月 8 日 17 時です。 
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第 23 回公募が公表！ 

ものづくり補助金の採用戦略 

公募要項は

必ず読み込

むようにし

ましょう！ 
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